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都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
の
競
合

法
定
の
事
務
は
、
個
別
の
法
令
に
よ
り
事
務
区
分

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
事
務
区
分
に
従
っ
て
、

都
道
府
県
条
例
又
は
市
町
村
条
例
が
制
定
さ
れ
ま

す
。
こ
の
場
合
、
同
一
事
務
に
係
る
事
項
を
両
条
例

で
規
律
対
象
と
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
屋
外
広
告
物
法
第
３
条
第
１
項
は
、
良

好
な
景
観
又
は
風
致
を
維
持
す
る
た
め
条
例
を
制
定

で
き
る
地
方
公
共
団
体
を
、
都
道
府
県
で
あ
る
と
し

て
い
ま
す
。
他
方
、
自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及

び
自
転
車
等
の
駐
車
対
策
の
総
合
的
推
進
に
関
す
る

法
律
第
６
条
は
、
同
条
に
定
め
る
自
転
車
撤
去
の
事

務
に
つ
い
て
、
条
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

市
町
村
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

【
都
道
府
県
条
例
に
限
定
し
て
い
る
例
】

屋
外
広
告
物
法

　
（
広
告
物
の
表
示
等
の
禁
止
）

第
３
条　

都
道
府
県
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
良
好
な
景
観
又
は
風
致
を
維
持
す
る

た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
地
域
又
は
場
所
に
つ
い
て
、
広
告
物
の

表
示
又
は
掲
出
物
件
の
設
置
を
禁
止
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

【
市
町
村
条
例
に
限
定
し
て
い
る
例
】

自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及
び
自
転
車

等
の
駐
車
対
策
の
総
合
的
推
進
に
関
す
る

法
律

第
６
条　

市
町
村
長
は
、
駅
前
広
場
等
の
良
好
な

環
境
を
確
保
し
、
そ
の
機
能
の
低
下
を
防
止
す

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て

条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
放
置
自
転
車
等

を
撤
去
し
た
と
き
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
撤
去
し
た
自
転
車
等
を
保
管
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
次
の
よ
う
な
法
律
の
委
任
を
受
け
て
制
定

さ
れ
る
委
任
条
例
は
、
当
該
法
律
の
一
部
と
し
て
、
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今
回
の
ポ
イ
ン
ト

都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
は
、
競
合
し
て
同

一
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
場
合
、
両
者
の
適
用
関
係
は
ど
の
よ

う
に
整
理
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
こ
の

点
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
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施
行
さ
れ
る
も
の
で
す
。
よ
っ
て
当
該
委
任
条
例
に

反
す
る
都
道
府
県
条
例
や
市
町
村
条
例
は
、
法
律
に

反
す
る
も
の
と
し
て
違
法
に
な
り
ま
す
。

水
質
汚
濁
防
止
法

　
（
排
水
基
準
）

第
３
条　

排
水
基
準
は
、排
出
水
の
汚
染
状
態（
熱

に
よ
る
も
の
を
含
む
。以
下
同
じ
。）に
つ
い
て
、

環
境
省
令
で
定
め
る
。

３　

都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
属

す
る
公
共
用
水
域
の
う
ち
に
、
そ
の
自
然
的
、

社
会
的
条
件
か
ら
判
断
し
て
、
第
１
項
の
排
水

基
準
に
よ
つ
て
は
人
の
健
康
を
保
護
し
、
又
は

生
活
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
が
十
分
で
な
い
と

認
め
ら
れ
る
区
域
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
区
域

に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
に
つ
い

て
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条
例
で
、

同
項
の
排
水
基
準
に
か
え
て
適
用
す
べ
き
同
項

の
排
水
基
準
で
定
め
る
許
容
限
度
よ
り
き
び
し

い
許
容
限
度
を
定
め
る
排
水
基
準
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

法
定
の
事
務
に
対
し
、
法
定
外
の
事
務
に
つ
い
て

は
、
地
方
自
治
法
第
２
条
第
３
項
か
ら
第
５
項
ま
で

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
の
事
務
と
市

町
村
の
事
務
が
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。具
体
的
に
は
、

①
広
域
事
務
（
複
数
の
市
町
村
に
ま
た
が
る
広
域
的

事
務
）、
②
市
町
村
連
絡
調
整
事
務
（
市
町
村
間
の

調
整
、
連
絡
が
必
要
と
さ
れ
る
事
務
）、
③
補
完
事

務
（
規
模
又
は
性
質
に
お
い
て
一
般
の
市
町
村
が
処

理
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
事
務
）
は
都
道
府
県
の

事
務
と
さ
れ
（
自
治
法
第
２
条
第
５
項
）、
そ
れ
以

外
は
市
町
村
の
事
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
自
治
法
第

２
条
第
３
項
、
第
４
項
）。

こ
の
事
務
区
分
に
従
っ
て
、
都
道
府
県
条
例
と
市

町
村
条
例
が
制
定
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
地
方
自
治

法
第
２
条
第
５
項
の
規
定
は
、
区
分
の
具
体
性
に
欠

け
る
た
め
、
共
管
的
事
務
領
域
が
生
じ
、
例
え
ば
、

ご
み
の
ポ
イ
捨
て
行
為
を
規
制
す
る
場
合
の
よ
う

に
、
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
で
、
同
一
行
為

を
規
律
対
象
と
す
る
競
合
関
係
が
生
じ
う
る
場
合
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

都
道
府
県
と
市
町
村
は
、
特
定
の
政
策
分
野
を
除

く
と
、
両
者
が
共
に
地
域
の
経
営
主
体
と
し
て
高
い

独
立
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
や
首
長
の
政
治
的
思
惑

な
ど
も
あ
り
、
同
様
の
政
策
が
重
な
る
こ
と
は
よ
く

あ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、条
例
の
規
律
対
象
事
項
に
つ
い
て
、

競
合
関
係
が
生
じ
た
場
合
に
い
ず
れ
の
条
例
が
適
用

に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村

条
例
の
間
に
は
、
法
律
と
条
例
間
の
よ
う
に
優
劣
関

係
は
な
く

（
（

（
注

、
ま
た
、
両
者
は
、
特
別
法
と
一
般
法
と

の
関
係
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
い
ず
れ
の
条

例
も
適
用
に
な
る
の
が
、
原
則
で
す
。
例
え
ば
、
災

害
給
付
金
の
支
給
に
よ
り
被
災
者
を
支
援
す
る
目
的

の
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
が
あ
る
場
合
、
給

付
要
件
が
全
く
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
の
条
例

も
適
用
に
な
り
ま
す
。

例
に
挙
げ
た
給
付
的
な
政
策
分
野
に
お
け
る
受
益

的
競
合
関
係
の
場
合
、
重
複
適
用
さ
れ
る
住
民
に

と
っ
て
何
ら
不
利
益
と
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
利
益
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。そ
の
た
め
、

重
複
適
用
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
住
民
の
権
利
や
自
由
を
制
限
し
、

あ
る
い
は
住
民
に
義
務
を
課
す
規
定
が
あ
る
場
合
、

い
ず
れ
の
条
例
も
適
用
に
な
る
と
す
る
と
、
住
民
に

と
っ
て
は
二
重
の
負
担
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
し
て
、
都
道
府
県
条
例
と

市
町
村
条
例
の
間
に
義
務
的
競
合
関
係
（
住
民
に
対

す
る
義
務
が
競
合
す
る
関
係
）
あ
る
い
は
規
制
的
競

合
関
係
（
住
民
の
権
利
や
自
由
の
制
限
に
つ
い
て
競

合
す
る
関
係
）
が
生
じ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
都
道

府
県
条
例
に
お
い
て
適
用
区
分
が
あ
ら
か
じ
め
、
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
適
用

区
分
を
定
め
る
方
法
と
し
て
は
、
都
道
府
県
条
例
の

適
用
区
域
か
ら
特
定
の
市
町
村
の
区
域
を
除
外
す
る

と
い
う
手
法
が
と
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
手
法
を

定
め
る
規
定
を
適
用
除
外
規
定
と
い
い
ま
す
。
適
用

除
外
規
定
は
、
お
お
む
ね
、
①
単
純
除
外
型
、
②
制

定
除
外
型
、
③
効
果
的
条
例
除
外
型
、
④
超
過
規
制

除
外
型
、
⑤
協
議
除
外
型
、
⑥
申
出
除
外
型
に
分
類

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
１
）
単
純
除
外
型
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村
の
区
域
に
お
い
て
は
、
第
（0
条
か
ら
前
条
ま

で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

神
奈
川
県
土
地
利
用
調
整
条
例

　
（
市
町
村
条
例
と
の
関
係
）

第
（9
条　

市
町
村
が
開
発
行
為
等
に
関
し
て
制
定

す
る
条
例
の
内
容
が
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
に
則

し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
条
例
と
同
等

以
上
の
効
果
が
期
待
で
き
る
も
の
と
知
事
が
認

め
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
は
、
当
該
市
町
村
の

区
域
に
お
け
る
開
発
行
為
等
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。
た
だ
し
、
開
発
区
域
が
当
該
市
町

村
以
外
の
区
域
に
わ
た
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
市
町
村
以
外
の
区
域
に
お
け
る
開
発
行
為
等

が
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
要
す

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

【
公
示
型
】神

奈
川
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例

　
（
市
町
村
の
条
例
と
の
関
係
）

第
57
条　

こ
の
条
例
の
規
定
は
、
市
町
村
が
地
域

の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
、
地
球
温
暖

化
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
で
定
め
る
事

項
以
外
の
事
項
に
関
し
、
条
例
で
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

２　

市
町
村
が
地
球
温
暖
化
の
防
止
の
た
め
に
制

定
す
る
条
例
の
内
容
が
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
に

即
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
条
例
と
同

単
純
除
外
型
と
は
、
特
定
の
地
域
を
指
定
し
て
、

当
該
地
域
に
対
す
る
都
道
府
県
条
例
の
適
用
を
、
無

条
件
あ
る
い
は
こ
れ
に
近
い
条
件
で
除
外
す
る
も
の

で
す
。

【
単
純
除
外
型
】

廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
確
保
に
関
す
る

条
例
（
長
野
県
）

　
（
適
用
除
外
）

第
57
条　

こ
の
条
例
の
規
定
は
、
長
野
市
の
区
域

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

大
阪
府
建
築
基
準
法
施
行
条
例

（
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
区
域
に
つ
い
て

の
適
用
除
外
）

第
79
条　

第
８
章
か
ら
第
（0
章
ま
で
の
規
定
は
、

建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
区
域
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

（
２
）
制
定
除
外
型

制
定
除
外
型
と
は
、
都
道
府
県
条
例
と
競
合
す
る

市
町
村
条
例
が
制
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
制
定
さ
れ
て

い
る
場
合
に
、
当
該
市
町
村
条
例
が
適
用
さ
れ
る
区

域
を
除
外
す
る
も
の
で
す
。
当
該
市
町
村
条
例
が
都

道
府
県
条
例
よ
り
緩
や
か
な
規
制
か
、
厳
し
い
規
制

か
は
問
い
ま
せ
ん
。

【
条
例
制
定
除
外
型
】

建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例（
岡
山
県
）

　
（
市
町
村
条
例
と
の
調
整
）

第
（4
条　

市
町
村
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
の
規
定

に
相
当
す
る
内
容
を
規
定
す
る
条
例
が
定
め
ら

れ
た
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
つ
い

て
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

岡
山
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例

　
（
市
町
村
条
例
と
の
関
係
）

第
32
条　

市
町
村
が
こ
の
条
例
と
同
じ
目
的
の
条

例
を
有
す
る
と
知
事
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該

市
町
村
の
区
域
に
つ
い
て
は
、前
章
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
３
）
効
果
的
条
例
除
外
型

効
果
的
条
例
除
外
型
と
は
、
都
道
府
県
条
例
と
同

等
あ
る
い
は
、
都
道
府
県
条
例
よ
り
も
効
果
的
な
市

町
村
条
例
が
制
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
制
定
さ
れ
て
い

る
場
合
に
、
当
該
市
町
村
条
例
の
区
域
に
お
け
る
都

道
府
県
条
例
の
適
用
を
除
外
す
る
も
の
で
す
。
こ
の

タ
イ
プ
に
は
、
除
外
す
る
地
域
を
特
に
明
示
し
な
い

も
の
（
非
公
示
型
）、
知
事
規
則
、
公
示
等
に
よ
り

除
外
す
る
地
域
を
具
体
的
に
明
示
す
る
も
の
（
公
示

型
）
が
あ
り
ま
す
。

【
非
公
示
型
】

山
形
県
水
資
源
保
全
条
例

　
（
市
町
村
の
条
例
と
の
関
係
）

第
（6
条　

市
町
村
の
条
例
に
よ
り
、
水
資
源
の
保

全
を
図
る
た
め
の
措
置
の
適
切
な
実
施
が
確
保

さ
れ
る
と
知
事
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
市
町
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（
４
）
超
過
規
制
除
外
型

超
過
規
制
除
外
型
と
は
、
都
道
府
県
条
例
よ
り
も

厳
し
い
規
制
を
定
め
た
市
町
村
村
条
例
が
あ
る
場

合
、
当
該
規
制
的
競
合
部
分
に
つ
い
て
、
都
道
府
県

条
例
の
適
用
を
除
外
し
、
当
該
市
町
村
条
例
の
適
用

を
認
め
る
タ
イ
プ
で
す
。

愛
知
県
建
築
基
準
条
例

　
（
市
町
村
条
例
と
の
関
係
）

第
42
条　

市
町
村
が
法
及
び
令
に
基
づ
く
条
例
に

よ
つ
て
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
こ

え
る
制
限
を
附
加
す
る
場
合
は
、
そ
の
こ
え
る

部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
５
）
協
議
除
外
型

協
議
除
外
型
と
は
、
都
道
府
県
知
事
が
市
町
村
長

と
協
議
す
る
こ
と
に
よ
り
、適
用
関
係
（
除
外
関
係
）

を
決
定
す
る
も
の
で
す
。
競
合
す
る
市
町
村
条
例
が

制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
協
議
す
る
タ
イ
プ

（
単
純
協
議
型
）
と
都
道
府
県
条
例
と
同
等
あ
る
い

は
、
都
道
府
県
条
例
よ
り
も
効
果
的
な
市
町
村
条
例

が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
、
協
議
を
す
る
タ
イ
プ
（
効

果
的
条
例
協
議
型
）
が
あ
り
ま
す
。

【
単
純
協
議
型
】

広
島
県
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
条
例

　
（
市
町
条
例
と
の
関
係
）

第
47
条　

市
町
が
対
象
事
業
に
関
し
環
境
の
保
全

の
見
地
か
ら
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
条
例
を

等
以
上
の
効
果
が
期
待
で
き
る
も
の
と
知
事
が

認
め
て
公
示
し
た
と
き
は
、
当
該
市
町
村
の
条

例
に
規
定
す
る
事
項
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

知
事
が
指
定
す
る
節
又
は
条
の
規
定
は
、
当
該

市
町
村
の
区
域
に
は
、
適
用
し
な
い
。

京
都
府
地
球
温
暖
化
対
策
条
例

　
（
市
町
村
の
条
例
と
の
関
係
）

第
64
条　

市
町
村
が
こ
の
条
例
に
定
め
る
手
続
そ

の
他
の
内
容
に
関
し
て
条
例
を
制
定
し
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
条
例
の
規
定
で
、
こ
の
条
例

の
規
定
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と

し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
が
適
用
さ
れ
る
市
町

村
の
区
域
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
相
当
す

る
規
則
で
定
め
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

大
阪
府
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例

　
（
市
町
村
の
条
例
と
の
関
係
）

第
2（
条　

飼
養
者
（
犬
の
飼
養
者
を
除
く
。）
の

遵
守
す
べ
き
事
項
に
関
し
て
、
こ
の
条
例
と
同

等
以
上
の
効
果
が
得
ら
れ
る
も
の
と
し
て
知
事

が
認
め
る
内
容
を
有
す
る
条
例
を
制
定
し
て
い

る
市
町
村
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
指
定
す
る
も
の
の
区
域
に
つ
い
て
は
、
第

３
条
、
第
５
条
及
び
前
条
（
第
４
条
の
規
定
に

係
る
部
分
を
除
く
。）の
規
定
は
、適
用
し
な
い
。

制
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
市
町
の
区
域

内
に
お
け
る
対
象
事
業
に
関
す
る
こ
の
条
例
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
の
長
と

知
事
と
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

【
効
果
的
条
例
協
議
型
】

鹿
児
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例

　
（
市
町
村
と
の
関
係
）

第
44
条　

知
事
は
，
こ
の
条
例
の
適
切
か
つ
円
滑

な
運
用
を
図
る
た
め
，
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ

る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
に
つ
い
て
，

関
係
す
る
市
町
村
と
密
接
に
連
絡
し
，
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
こ
れ
に
協
力
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

市
町
村
が
対
象
事
業
に
関
し
環
境
の
保
全
の

見
地
か
ら
制
定
し
た
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る

条
例
の
内
容
が
，
こ
の
条
例
の
趣
旨
に
即
し
，

か
つ
，
こ
の
条
例
と
同
等
以
上
の
効
果
が
期
待

で
き
る
も
の
と
し
て
知
事
が
指
定
し
た
場
合
に

お
い
て
，
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
対

象
事
業
に
関
す
る
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
，
当
該
市
町
村
の
長
と
知
事
が
協
議

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

次
の
宮
城
県
条
例
は
、
効
果
的
条
例
除
外
型
（
公

示
型
）
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
が
、
宮
城
県
条
例
の

に
基
づ
く
手
続
が
既
に
行
わ
れ
て
い
る
際
に
、
効
果

的
な
市
町
村
条
例
が
施
行
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
適
用

に
つ
い
て
、
知
事
と
市
町
村
長
が
協
議
し
て
定
め
る
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競
合
関
係
と
抵
触
関
係

こ
れ
ま
で
、
述
べ
た
よ
う
に
都
道
府
県
条
例
と
市

町
村
条
例
が
同
一
事
務
に
つ
い
て
競
合
し
て
規
律
す

る
場
合
（
受
益
的
競
合
関
係
、
義
務
的
競
合
関
係
及

び
規
制
的
競
合
関
係
）、
直
接
、
都
道
府
県
条
例
と

市
町
村
条
例
と
の
適
用
関
係
を
定
め
た
法
律
は
な

く
、両
者
に
優
劣
関
係
も
な
い
こ
と
か
ら
、両
条
例
は
、

独
立
し
て
、
平
等
に
適
用
さ
れ
、
執
行
さ
れ
ま
す

（
2

（
注

。

こ
の
う
ち
、
規
制
的
競
合
関
係
、
義
務
的
競
合
関

係
は
、
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
が
重
複
し
て

適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
の
現
実
の
負
担
も

二
重
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
3

（
注

。
例
え
ば
都
道
府
県

と
市
町
村
の
環
境
影
響
評
価
条
例
が
あ
る
場
合
、
い

ず
れ
の
手
続
も
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
二

重
の
負
担
を
負
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
回
避
す
る
た
め
に
、
右
に
解
説

し
た
と
お
り
、
条
例
の
内
容
に
応
じ
て
適
切
な
適
用

除
外
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
適

用
除
外
規
定
も
万
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
適
用
除
外

の
規
定
を
置
か
れ
て
い
て
も
、
適
用
除
外
規
定
の
内

容
に
よ
っ
て
は
、
重
複
適
用
の
問
題
が
完
全
に
は
解

消
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
効
果
的

条
例
除
外
型
の
場
合
、
全
て
の
市
町
村
条
例
を
除
外

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
効
果
的

条
例
で
は
な
い
市
町
村
条
例
が
制
定
さ
れ
、ま
た
は
、

規
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。

環
境
影
響
評
価
条
例
（
宮
城
県
）

　
（
市
町
村
の
条
例
と
の
関
係
）

第
60
条　

対
象
事
業
に
関
し
、
市
町
村
の
条
例
に

よ
り
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価

と
同
等
以
上
の
環
境
影
響
評
価
が
行
わ
れ
る
と

知
事
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
対
象
事
業
に
係

る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
に
つ
い
て

は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
条

例
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
市
町

村
の
条
例
の
施
行
の
際
、
当
該
施
行
に
よ
り
新

た
に
当
該
市
町
村
の
条
例
の
対
象
と
な
る
事
業

で
あ
っ
て
、
現
に
こ
の
条
例
に
基
づ
く
環
境
影

響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
っ
て
い
る
対
象
事

業
に
係
る
当
該
施
行
後
の
環
境
影
響
評
価
そ
の

他
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
当
該
市
町
村

の
長
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
６
）
申
出
除
外
型

申
出
除
外
型
と
は
、
市
町
村
の
申
出
に
よ
り
、
競

合
関
係
に
あ
る
都
道
府
県
条
例
の
適
用
関
係
（
除
外

関
係
）
を
決
定
す
る
も
の
で
す
。

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌

の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す

る
条
例

　
（
市
町
村
と
の
関
係
）

第
30
条　

市
町
村
が
そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て

独
自
に
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
対
す
る
施
策
を

講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
市
町
村
の
長
は
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
規
定
（
第
５
条
及

び
第
６
条
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）
の
適
用
の
除
外
を
求
め
る
旨
の
申
出
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
を
除
外
す
る
市
町
村

の
名
称
及
び
当
該
市
町
村
に
つ
い
て
こ
の
条
例

の
規
定
の
適
用
を
除
外
す
る
日
を
告
示
す
る
も

の
と
す
る
。

３　

前
項
の
告
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
条
例

の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
日
か
ら
当
該
市

町
村
の
区
域
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４　

前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
条
例
の
規
定
が
適

用
さ
れ
な
く
な
っ
た
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て

現
に
第
（0
条
、
第
（3
条
第
１
項
又
は
第
2（
条
の

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
て
行
わ

れ
て
い
る
特
定
事
業
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
条
例
の
立
案
の
際
に
い
ず
れ
の
タ
イ
プ

の
適
用
除
外
規
定
を
選
ぶ
か
は
、立
案
者
次
第
で
す
。

ど
の
適
用
除
外
規
定
に
も
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
の
で
、
ど
の
タ
イ
プ
が
優
れ
て
い
る
と
か
と

い
っ
た
単
純
な
評
価
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

2
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制
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
条
例
と

都
道
府
県
条
例
と
の
間
に
は
、
重
複
適
用
の
問
題
が

解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
適
用
除
外
規
定
が
な
い
場
合
、
重
複

適
用
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
深
刻
な
問
題
が

生
ず
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
都
道
府
県
条

例
と
市
町
村
条
例
間
に
抵
触
関
係
が
生
ず
る
場
合
で

す
。
抵
触
関
係
と
は
、
競
合
関
係
に
あ
る
都
道
府
県

条
例
と
市
町
村
条
例
に
お
い
て
、
一
方
の
条
例
を
適

用
、
執
行
す
る
こ
と
が
、
他
方
の
条
例
と
矛
盾
し
、

又
は
趣
旨
を
損
な
う
排
他
的
関
係
を
い
い
ま
す
。
例

え
ば
、
都
道
府
県
の
暴
力
団
排
除
条
例
で
住
民
が
暴

力
団
員
に
対
し
て
み
か
じ
め
料
を
支
払
う
こ
と
を
禁

止
し
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
禁
止
義
務
を

住
民
に
負
わ
せ
る
の
は
酷
で
あ
る
と
し
て
、
市
町
村
条

例
で
当
該
禁
止
義
務
を
解
除
す
る
よ
う
な
場
合
で
す
。

こ
う
し
た
抵
触
関
係
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
都

道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
と
の
優
劣
関
係
（
優
先

的
適
用
関
係
）
を
決
定
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
現
在
、
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条

例
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
法
律
と
条
例
と
の
関
係

の
よ
う
に（
憲
法
第
94
条
、自
治
法
第
（4
条
第
１
項
）、

優
劣
関
係
を
定
め
る
憲
法
上
、
あ
る
い
は
、
法
律
上

の
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

確
か
に
、
地
方
自
治
法
に
は
、「
市
町
村
及
び
特

別
区
は
、
当
該
都
道
府
県
の
条
例
に
違
反
し
、
そ
の

事
務
を
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
」（
自
治
法
第
２
条

第
（6
項
後
段
）
と
の
規
定
は
あ
り
ま
す
が

（
4

（
注

、
同
項
後

段
の
規
定
は
、
条
例
間
の
優
劣
関
係
に
つ
い
て
一
般

的
な
ル
ー
ル
を
定
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ

と
は
困
難
で
す
。
同
項
後
段
は
、
市
町
村
が
委
任
を

受
け
て
都
道
府
県
の
事
務
を
執
行
す
る
、あ
る
い
は
、

都
道
府
県
内
の
一
法
人
と
し
て
業
務
を
遂
行
す
る
場

合
な
ど
に
、
都
道
府
県
条
例
に
違
反
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
っ
た
趣
旨
を
定
め
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
２
０
０
０
年
の
第
一
次
地
方

分
権
改
革
法
に
お
い
て
、
住
民
自
治
を
担
う
基
礎
的

自
治
体
と
し
て
の
市
町
村
の
位
置
付
け
が
よ
り
明
確

に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
市
町
村
優
先
の
原
則
）
か
ら

し
て
も
、
自
主
立
法
で
あ
る
都
道
府
県
条
例
と
市
町

村
条
例
に
つ
い
て
の
優
劣
関
係
を
定
め
る
直
接
の
規

定
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ

（
6
（
5

（
注

ん
。

条
例
間
の
抵
触
関
係
の
調
整

２
０
０
０
年
に
第
一
次
地
方
分
権
一
括
法
が
施
行

さ
れ
る
前
の
旧
地
方
自
治
法
第
（4
条
第
３
項
は
、「
都

道
府
県
は
、
市
町
村
の
行
政
事
務
に
関
し
、
法
令
に

特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
外
、
条
例
で
必
要

な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
同
条
第

４
項
は
、「
行
政
事
務
に
関
す
る
市
町
村
の
条
例
が

前
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
の
条
例
に
違
反
す
る

と
き
は
、
当
該
市
町
村
の
条
例
は
、
こ
れ
を
無
効
と

す
る
」
と
定
め
て
い
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
、
行
政
事
務
と
は
、
法
律
の
定
義
は
な

い
の
で
す
が
、
営
業
規
制
、
迷
惑
行
為
の
禁
止
な
ど

住
民
に
義
務
を
課
し
、
又
は
権
利
又
は
自
由
を
制
限

す
る
事
務
と
解
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
7

（
注

。
都
道
府
県
条
例

と
市
町
村
条
例
が
行
政
事
務
に
関
し
て
抵
触
す
る
場

合
の
調
整
規
定
（
旧
自
治
法
第
（4
条
第
４
項
）
は
、

行
政
事
務
と
い
う
区
分
の
事
務
が
、
地
方
自
治
法
上

な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
然
に
削
除
さ
れ
、
現
在

は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
、
現
行
地
方
自
治
法
上
、
条
例
間
に
抵
触
関

係
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
両
者
の
関
係

は
、調
整
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、

い
ず
れ
の
条
例
を
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

①
住
民
に
よ
り
近
い
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村

の
条
例
が
適
用
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
②
都
道
府
県

条
例
が
適
用
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
い
ず
れ
か
の
選
択

肢
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

①
の
考
え
方
は
、
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の

政
策
を
尊
重
す
る
と
い
う
点
で
、優
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
当
該
市
町
村
の
住
民
を
含

む
都
道
府
県
住
民
全
体
の
意
思
を
否
定
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
受
益
的
競
合
関
係
が
生
ず
る
領

域
で
は
、
競
合
す
る
市
町
村
の
住
民
に
と
っ
て
い
ず

れ
か
一
方
の
条
例
し
か
適
用
さ
れ
ず
、
不
利
に
な
る

こ
と
か
ら
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
実
定
法

3
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う
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
規
制
的
競
合
関
係
が
あ
る
場
合
、
都

道
府
県
条
例
が
市
町
村
条
例
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う

な
ス
タ
ン
ス
（
態
度
）
を
採
っ
て
い
る
の
か
が
明
ら

か
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
両
者
に
お
け
る
抵
触
関
係
の

有
無
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
は
、
都

道
府
県
条
例
の
市
町
村
条
例
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
と

し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
趣
旨
の
も
の
が
考
え

ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

都
道
府
県
条
例
の
市
町
村
条
例
に
対
す
る
ス
タ
ン

ス
と
し
て
は
、
大
き
く
分
け
る
と
、
標
準
規
制
、
最

小
限
規
制
及
び
最
大
限
規
制
の
い
ず
れ
か
の
趣
旨
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す

（
（（

（
注

。

こ
の
う
ち
、
標
準
規
制
の
ス
タ
ン
ス
と
は
、
都
道

府
県
条
例
が
当
該
都
道
府
県
の
区
域
全
部
に
適
用
さ

れ
る
標
準
規
制
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
市

町
村
条
例
が
競
合
し
て
規
制
を
強
化
し
た
り
、
規
制

を
緩
和
し
た
り
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
ス
タ
ン
ス
で

す
。
基
礎
的
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
自
主
立
法
権

を
最
も
尊
重
す
る
ス
タ
ン
ス
と
い
え
ま
す
。

次
に
最
小
限
規
制
の
ス
タ
ン
ス
と
は
、
都
道
府
県

条
例
が
当
該
都
道
府
県
の
区
域
全
部
に
適
用
さ
れ
る

最
小
限
度
の
規
制
を
定
め
た
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
て
、

市
町
村
条
例
が
競
合
し
て
規
制
の
度
合
い
を
強
化
す

る
な
ど
の
上
乗
せ
規
制
に
限
っ
て
許
容
す
る
ス
タ
ン

ス
で
す
。
都
道
府
県
は
区
域
内
に
お
け
る
最
小
限
の

規
制
を
確
保
で
き
、
市
町
村
は
立
法
事
実
に
応
じ
た

上
の
根
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
も
困
難
で
す
。

②
の
考
え
方
は
、
都
道
府
県
が
市
町
村
の
区
域
を

含
む
広
域
的
団
体
で
あ
り
区
域
内
の
政
策
調
整
機
能

も
有
し
て
い
る
こ
と
、
都
道
府
県
条
例
が
市
町
村
を

含
め
た
都
道
府
県
民
全
体
の
意
思
で
あ
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
合
理
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
②
の
考
え

方
の
場
合
、「
市
町
村
及
び
特
別
区
は
、
当
該
都
道

府
県
条
例
に
反
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
し
て
は
な
ら

な
い
」（
自
治
法
第
２
条
第
（6
項
後
段
）
と
の
規
定

及
び
「
前
項
の
規
定
に
反
し
て
行
っ
た
地
方
公
共
団

体
の
行
為
は
、こ
れ
を
無
効
と
す
る
」（
同
条
第
（7
項
）

と
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

実
務
は
、
②
の
考
え
方
を
採
っ
て
い
ま

（
9
（
（

（
注

す
。
都
道

府
県
条
例
の
優
先
的
適
用
の
範
囲
に
つ
い
て
の
違
い

は
あ
る
も
の
の
、
学
説
で
も
実
務
と
基
本
的
に
立
場

を
同
じ
く
す
る
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

（
（（
（
（（

（
注

ん
。た
だ
、

実
務
、
学
説
と
も
に
、
地
方
自
治
法
第
２
条
第
（6
項

後
段
・
第
（7
項
は
、
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例

と
の
関
係
を
直
接
定
め
る
規
定
で
あ
る
と
解
し
て
い

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
第
一
次
地
方
分
権
改
革
に
よ
り
、
行
政

事
務
の
枠
組
み
が
廃
止
さ
れ
、
ま
た
、
市
町
村
の
基

礎
自
治
体
と
し
て
の
位
置
付
け
が
よ
り
明
確
化
さ
れ

た
現
在
、
条
例
間
に
お
い
て
も
優
劣
関
係
を
定
め
る

直
接
の
規
定
が
地
方
自
治
法
上
に
あ
る
と
積
極
的
に

解
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。

よ
っ
て
、
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
が
抵
触

関
係
を
生
じ
た
場
合
、
地
方
自
治
法
第
２
条
第
（6
項

後
段
・
第
（7
項
を
直
接
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
類

推
適
用
す
る
と
い
う
考
え
方
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
い

で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
自
治
法
第
２
条
第

（6
項
後
段
・
第
（7
項
は
、
両
条
例
が
競
合
関
係
に
あ

る
す
べ
て
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
両
条
例
が
競
合
関
係
に
あ
り
、
か
つ
、
抵
触

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

関
係
に
あ
る
場
合
に
限
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
当
該
抵
触
関
係
を
解

消
す
る
目
的
で
、
例
外
的
に
類
推
適
用
さ
れ
る
も
の

で
す

（
（（

（
注

。条
例
間
の
抵
触
関
係
の
発
見

前
述
の
暴
力
団
排
除
条
例
の
例
の
よ
う
に
排
他
的

競
合
関
係
に
あ
れ
ば
、
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条

例
と
の
間
に
抵
触
関
係
が
あ
る
こ
と
は
文
面
上
明
ら

か
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
例
は
む
し
ろ
ま
れ

で
、
抵
触
関
係
に
あ
る
の
か
ど
う
か
が
不
明
な
場
合

が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
例
え
ば
、
特
定
の
義
務
違
反
の

行
為
に
対
し
、
（0
万
円
以
下
の
罰
金
刑
し
か
科
さ
な

い
都
道
府
県
条
例
の
規
定
が
あ
る
場
合
、
同
一
の
義

務
違
反
の
行
為
に
対
し
て
、
30
万
円
以
下
の
罰
金
刑

を
定
め
る
市
町
村
条
例
の
規
定
が
あ
る
場
合
で
す
。

こ
の
場
合
、
都
道
府
県
条
例
が
、
市
町
村
条
例
で
よ

り
厳
し
い
罰
則
を
設
け
る
こ
と
を
許
容
し
て
る
か
ど

4
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よ
り
厳
し
い
規
制
に
よ
る
対
応
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

最
後
に
、
最
大
限
規
制
の
ス
タ
ン
ス
と
は
、
都
道

府
県
条
例
が
当
該
都
道
府
県
の
区
域
全
部
に
適
用
さ

れ
る
最
大
限
度
の
規
制
で
あ
っ
て
市
町
村
が
競
合
し

て
規
制
度
合
い
を
強
化
し
た
り
、
規
制
度
合
い
を
緩

め
る
な
ど
の
上
乗
せ
規
制
や
規
制
の
緩
和
を
い
ず
れ

も
許
容
し
な
い
ス
タ
ン
ス
で
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

競
合
関
係
に
あ
る
独
自
の
市
町
村
条
例
は
制
定
で
き

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
都
道
府
県
は
区
域
内
に
お

け
る
事
務
の
統
一
的
、
平
等
的
執
行
を
確
保
す
る
こ

と
は
で
き
ま
す
が
、
市
町
村
は
立
法
事
実
に
応
じ
た

対
応
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
の
う
ち
、
都
道
府
県
条
例

が
市
町
村
条
例
に
対
し
て
ど
の
立
場
を
採
っ
て
い
る

か
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
条
例
の
解
釈
規
定
で
定
め

る
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
規
定
が
あ
る
か
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

（
１
）
標
準
規
制
で
あ
る
こ
と
を
定
め
る
例

次
の
大
分
県
条
例
、
熊
本
県
条
例
は
、
解
釈
規
定

に
よ
り
標
準
規
制
の
ス
タ
ン
ス
を
採
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
解
釈
規
定
は
、
都
道

府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
の
適
用
区
分
を
定
め
た
も

の
で
は
な
い
の
で
、
都
道
府
県
条
例
も
市
町
村
条
例

も
と
も
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
重
複
規
制

が
許
容
さ
れ
た
状
態
と
な
り
、
両
者
の
適
用
に
つ
い

て
何
ら
か
の
調
整
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
標
準
規
制
の
例
】

大
分
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条

例

　
（
市
町
村
の
条
例
と
の
関
係
）

第
69
条　

こ
の
条
例
の
規
定
は
、
市
町
村
が
当
該

市
町
村
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
諸
条
件
に
応

じ
て
、
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
し
、
条
例
で

必
要
な
規
制
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で

は
な
い
。

熊
本
県
野
生
動
植
物
の
多
様
性
の
保
全
に

関
す
る
条
例

　
（
市
町
村
条
例
と
の
関
係
）

第
55
条　

こ
の
条
例
の
規
定
は
、
市
町
村
が
、
そ

の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
野
生
動
植
物
の
保

護
に
関
し
、
条
例
で
必
要
な
規
制
を
定
め
る
こ

と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
２
）
最
小
限
規
制
で
あ
る
こ
と
を
定
め
る
例

次
の
北
海
道
条
例
は
、
解
釈
規
定
に
よ
り
最
小
限

規
制
の
ス
タ
ン
ス
を
採
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

図15-1：各スタンスの特徴

ス
タ
ン
ス

内　容
上
乗
せ
規
制

規
制
の
緩
和

主なメリット 主なデメリット

標
準
規
制

都道府県条例が当
該都道府県の区域
全部に適用される
標準規制として定
めたものであっ
て、市町村条例が
競合して、規制を
強化したり、規制
を緩和したりする
ことを許容するも
の

可
能
可
能

市町村は、都
道府県の規制
内容とは関係
なく、立法事
実に応じた政
策を展開でき
る。

都道府県の区
域における事
務の統一的、
平等的執行を
確保すること
ができない。

最
小
限
規
制

都道府県の区域全
部に適用される最
低限度の規制を定
めたものであっ
て、市町村条例が
競合して、規制の
度合いを強化する
などの上乗せ規制
を許容するもの

可
能
不
可

都道府県条例
に定める最小
限の規制レベ
ルを確保で
き、市町村は、
立法事実に応
じて規制の上
乗せができ
る。

市町村は、立
法事実に応じ
た規制の緩和
ができない。

最
大
限
規
制

都道府県条例が当
該都道府県の区域
全部に適用される
最大限度の規制で
あって市町村が競
合して、規制度合
いを強化したり、
規制度合いを緩め
るなどの上乗せ規
制や規制の緩和を
許容しないもの

不
可
不
可

都道府県の区
域における事
務の統一的、
平等的執行を
確保すること
ができる。

都道府県内統
一規制とな
り、市町村の
権限で、立法
事実に応じた
政策が、全く
展開できな
い。
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に
係
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
最
小
限
規
制
の
ス
タ
ン

ス
を
採
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
（
同
条
第

２
項
）。

こ
の
た
め
、
暴
力
団
事
務
所
の
開
設
又
は
運
営
に

係
る
規
制
に
つ
い
て
、
広
島
県
条
例
の
規
制
よ
り
も

緩
や
か
な
規
制
を
定
め
る
市
町
条
例
の
場
合
、
当
該

市
町
の
条
例
は
、
広
島
県
条
例
と
抵
触
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
の
結
果
、
地
方
自
治
法
第
２
条
第
（6

項
後
段
・
第
（7
項
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
当
該
市
町

条
例
が
広
島
県
条
例
と
の
関
係
で
無
効
と
解
さ
れ
る

結
果
、
広
島
県
条
例
の
み
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。広

島
県
暴
力
団
排
除
条
例

　
（
市
町
の
条
例
と
の
関
係
）

第
25
条　

こ
の
条
例
の
規
定
は
、
市
町
が
、
地
域

の
実
情
に
応
じ
て
暴
力
団
の
排
除
を
推
進
す
る

た
め
、
条
例
で
必
要
な
規
制
を
定
め
る
こ
と
を

妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
は
、
条

例
で
、
前
条
に
よ
る
暴
力
団
事
務
所
の
開
設
又

は
運
営
に
係
る
規
制
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

（
３
）
最
大
限
規
制
で
あ
る
こ
と
を
定
め
る
例

次
の
千
葉
県
条
例
の
規
定
は
、「
こ
の
条
例
で
定

め
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
、
条
例
で
必
要
な

規
制
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
」
と

し
て
い
ま
す
。
瞥
見
す
る
と
、
同
規
定
は
、
単
に
市

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
規
制
を
上
乗
せ
す
る
市
町
村

条
例
と
の
間
で
、
抵
触
関
係
が
生
ず
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、
実
務
上
、
市
町
村
条
例
を
優
先
的
に

適
用
す
る
扱
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
法
解
釈
上
、
当
該
市
町
村
の
区
域
で
は
、

都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
が
二
重
に
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
適
用
に
関
し
、
何
ら
か
の
調

整
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

上
乗
せ
規
制
に
対
し
、
市
町
村
条
例
で
北
海
道
条

例
の
規
制
よ
り
も
緩
や
か
な
規
制
を
定
め
る
場
合
、

当
該
市
町
村
の
条
例
は
、
北
海
道
条
例
と
抵
触
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
結
果
、
地
方
自
治
法
第
２

条
第
（6
項
後
段
・
第
（7
項
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
当

該
市
町
村
条
例
が
北
海
道
条
例
と
の
関
係
で
、
無
効

と
解
さ
れ
る
結
果
、
北
海
道
条
例
の
み
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
最
小
限
規
制
の
例
】

北
海
道
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
対
策
条
例

　
（
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の
使
用
規
制
）

第
６
条　

自
動
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
35
年
法

律
第
１
０
５
号
）
第
39
条
第
１
項
の
政
令
で
定

め
る
自
動
車
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
自
動
車
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
９
条
に
お
い
て
同

じ
。）
を
運
行
し
、
又
は
運
行
さ
せ
る
者
は
、

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
を
装
着
し
た
自
動
車
を
路
面

に
セ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
又
は
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
が
施
さ
れ
て

い
る
道
路
（
規
則
で
定
め
る
道
路
の
部
分
を
除

く
。）
に
お
い
て
別
表
の
地
域
区
分
の
欄
に
掲

げ
る
地
域
ご
と
に
、
同
表
の
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ

使
用
規
制
期
間
の
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
は
運
行

し
、
又
は
運
行
さ
せ
て
は
な
ら
ず
、
同
表
の
ス

パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
使
用
抑
制
期
間
の
欄
に
掲
げ
る

期
間
に
は
運
行
し
な
い
よ
う
に
、
又
は
運
行
さ

せ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん

の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
年
法

律
第
55
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
環

境
大
臣
が
指
定
地
域
と
し
て
指
定
し
た
地
域
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　
（
市
町
村
の
条
例
と
の
関
係
）

第
（0
条　

第
６
条
の
規
定
は
、
市
町
村
が
、
当
該

地
域
の
自
然
的
、社
会
的
条
件
か
ら
判
断
し
て
、

同
条
の
規
定
に
よ
る
規
制
に
よ
っ
て
は
、
住
民

の
健
康
を
保
護
し
、
又
は
生
活
環
境
を
保
全
す

る
こ
と
が
十
分
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
地
域
に
お
け
る
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
を
装
着
し

た
自
動
車
の
道
路
に
お
け
る
運
行
に
関
し
、
条

例
で
、
必
要
な
規
制
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る

も
の
で
は
な
い
。

次
の
広
島
県
条
例
の
規
定
は
、
原
則
、
標
準
規
制

の
ス
タ
ン
ス
を
採
る
と
し
て
い
ま
す
が
（
同
条
例
第

25
条
第
１
項
）、
暴
力
団
事
務
所
の
開
設
又
は
運
営
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町
村
条
例
に
よ
る
横
出
し
規
制
に
つ
い
て
許
容
す
る

こ
と
を
宣
言
し
た
だ
け
の
よ
う
に
読
め
ま
す
。
し
か

し
、
わ
ざ
わ
ざ
、「
こ
の
条
例
で
定
め
る
事
項
以
外

の
事
項
に
つ
い
て
」
と
断
っ
て
い
る
の
で
、
単
に
市

町
村
条
例
に
よ
る
横
出
し
規
制
を
認
め
る
こ
と
の
確

認
規
定
で
は
な
く
、
千
葉
県
条
例
で
既
に
規
律
対
象

と
な
っ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
の
条
例
で
重

ね
て
規
律
す
る
こ
と
を
許
容
し
な
い
趣
旨
を
包
含
す

る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
千
葉
県
条
例
の
規
律
事

項
と
同
一
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
条
例
で
規
定
し
た

場
合
、
当
該
市
町
村
条
例
が
、
上
乗
せ
的
内
容
を
持

つ
も
の
か
、
緩
和
的
内
容
を
有
す
る
も
の
か
ど
う
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
市
町
村
条
例
は
、
千
葉
県
条

例
に
抵
触
す
る
と
解
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
地
方

自
治
法
第
２
条
第
（6
項
後
段
・
第
（7
項
の
類
推
的
適

用
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
条
例
が
無
効
と
解
さ
れ
る
結

果
、千
葉
県
条
例
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
最
大
限
規
制
の
例
】

千
葉
県
環
境
保
全
条
例

　
（
市
町
村
条
例
と
の
関
係
）

第
66
条　

こ
の
条
例
の
規
定
は
、
市
町
村
が
、
当

該
地
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
、
環

境
の
保
全
上
の
支
障
の
防
止
に
関
し
、
こ
の
条

例
で
定
め
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
、
条

例
で
必
要
な
規
制
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も

の
で
は
な
い
。

神
奈
川
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例

　
（
市
町
村
の
条
例
と
の
関
係
）

第
57
条　

こ
の
条
例
の
規
定
は
、
市
町
村
が
地
域

の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
、
地
球
温
暖

化
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
で
定
め
る
事

項
以
外
の
事
項
に
関
し
、
条
例
で
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

産
業
廃
棄
物
等
の
不
適
正
な
処
理
の
防
止

に
関
す
る
条
例
（
兵
庫
県
）

　
（
市
町
条
例
と
の
関
係
）

第
43
条　

第
４
章
及
び
第
５
章
の
規
定
は
、
市
町

が
、
そ
の
地
域
の
自
然
的
社
会
的
諸
条
件
に
応

じ
て
、
特
定
物
又
は
土
砂
等
の
適
正
な
処
理
を

推
進
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
で
定
め
る
事
項
以

外
の
事
項
に
つ
い
て
、
条
例
で
必
要
な
規
制
を

定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

次
の
群
馬
県
条
例
の
規
定
も
最
大
規
制
の
例
で
あ

る
と
解
さ
れ
ま
す
。「
こ
の
条
例
と
は
別
の
見
地
か

ら
、
条
例
で
必
要
な
規
制
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る

も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。
瞥
見
す
る
と
、

同
規
定
は
、
単
に
市
町
村
条
例
に
よ
る
別
目
的
で
の

規
制
を
許
容
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
だ
け
の
よ
う
に

読
め
ま
す
。
し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
、「
こ
の
条
例
と

は
別
の
見
地
か
ら
」
と
断
っ
て
い
る
の
で
、
単
に
市

町
村
条
例
に
よ
る
同
一
目
的
外
の
規
制
を
許
す
と
い

う
確
認
規
定
で
は
な
く
、
群
馬
県
条
例
で
規
律
対
象

と
な
っ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
一
の
目
的
を

持
っ
て
、市
町
村
の
条
例
で
重
ね
て
定
め
る
こ
と
は
、

許
容
し
な
い
趣
旨
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ

れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
群
馬
県
条
例
と
同
一
目

的
で
同
一
事
項
を
規
律
対
象
と
し
た
場
合
、
当
該
市

町
村
条
例
が
、
上
乗
せ
的
内
容
を
持
つ
も
の
か
、
緩

和
的
内
容
を
有
す
る
も
の
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
市
町
村
条
例
は
、
群
馬
県
条
例
に
抵
触
す

る
と
解
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
地
方
自
治
法
第
２

条
第
（6
項
後
段
・
第
（7
項
の
類
推
的
適
用
に
よ
り
、

市
町
村
条
例
が
無
効
と
解
さ
れ
る
結
果
、
群
馬
県
条

例
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

群
馬
県
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
条
例

　
（
市
町
村
条
例
と
の
関
係
）

第
１
２
９
条　

こ
の
条
例
の
規
定
は
、市
町
村
が
、

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
し
、
当
該
市
町
村
の

区
域
の
自
然
的
、
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
、
こ

の
条
例
と
は
別
の
見
地
か
ら
、
条
例
で
必
要
な

規
制
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
都
道
府
県
条
例
の
市
町
村
条
例

に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
を
示
す
解
釈
規
定
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
条
例
と
市
町

村
条
例
間
の
抵
触
関
係
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
は

容
易
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
解
釈
規
定
が
な
い
場
合
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。
都
道
府
県
と
市
町
村
の
役
割
分
担
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県
条
例
と
の
関
係
に
お
い
て
無
効
と
な
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
適
用
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
の
適
用
除

外
規
定
は
、
市
町
村
条
例
で
は
な
く
都
道
府
県
条
例

に
置
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

二
重
行
政
の
弊
害
を
排
し
、
事
務
を
有
効
か
つ
効

果
的
に
執
行
す
る
た
め
に
、
都
道
府
県
と
市
町
村
は

競
合
す
る
可
能
性
の
あ
る
政
策
に
つ
い
て
は
、
双
方

が
事
前
に
十
分
な
検
討
す
る
た
め
の
機
会
を
持
つ
こ

と
が
重
要
で
す

（
（（

（
注

。

か
ら
す
る
と
、
実
務
で
は
、
都
道
府
県
条
例
は
、
最

小
限
規
制
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
場
合
が
多
い
と
思
わ

れ
ま
す
。

現
実
の
市
町
村
の
条
例
制
定
、
適
用
に
当
た
っ
て

は
、都
道
府
県
の
担
当
部
署
に
問
い
合
わ
せ
に
よ
り
、

技
術
的
助
言
や
情
報
の
提
供
を
求
め
（
自
治
法
第

２
４
５
条
の
第
４
第
第
３
項
）、
都
道
府
県
条
例
の

市
町
村
条
例
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
の
確
認
を
し
て
お

い
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

ま
と
め

都
道
府
県
、
市
町
村
が
と
も
に
責
任
を
も
っ
て
、

条
例
を
執
行
す
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、
適
用
除

外
規
定
を
置
く
こ
と
は
、
効
率
的
な
事
務
執
行
の
観

点
か
ら
適
切
と
い
え
る
で
し
ょ
う

（
（（

（
注

。
適
用
除
外
規
定

を
定
め
た
場
合
、
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
の

適
用
関
係
は
明
確
に
な
る
の
で
、
原
則
、
競
合
関
係

が
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
こ
の
場

合
、
競
合
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
町
村
が
、
市
町

村
条
例
に
基
づ
く
事
務
を
執
行
し
な
い
場
合
、
都
道

府
県
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。

適
用
除
外
規
定
を
設
け
な
い
場
合
に
当
た
っ
て

は
、
抵
触
関
係
に
な
い
限
り
、
都
道
府
県
条
例
、
市

町
村
条
例
の
い
ず
れ
も
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
双
方
の

条
例
が
互
い
に
尊
重
さ
れ
る
方
式
で
す
が
、
適
用
に

当
た
っ
て
は
、
両
条
例
間
で
調
整
す
る
必
要
性
が
生

ず
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
市
町
村
条
例
中
に
都
道
府
県
条
例
の
適
用

除
外
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
、
都
道
府
県
条
例
と
市

町
村
条
例
に
優
劣
関
係
が
な
い
た
め
、
理
論
上
可
能

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
町
村
条
例
に
定
め
ら
れ

た
適
用
除
外
規
定
の
内
容
が
都
道
府
県
条
例
の
趣
旨

に
抵
触
す
る
場
合
、
地
方
自
治
法
第
２
条
第
（6
項
後

段
、
第
（7
項
の
規
定
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
当
該
市

町
村
条
例
に
定
め
ら
れ
た
適
用
除
外
規
定
は
都
道
府

図15-2：適用除外規定と解釈規定

都道府県条
例と市町村
条例の抵触
関係

適用関係 特　徴

適
用
除
外
規
定

あ
り

原則、抵触
関係は生じ
ない。

都道府県条例
と市町村条例
いずれかが適
用される。

都道府県条例と
市町村条例の間
で、抵触関係が
生ずることはな
い。ただし、競
合する事務を市
町村が執行しな
い場合、都道府
県が対応するこ
とはできない。

な
し

解
釈
規
定

あ
り
抵触関係の
有無は明確
である。

抵触関係にな
い限り、都道
府県条例と市
町村条例のい
ずれもが適用
される。

都道府県条例と
市町村条例の間
で、抵触関係が
生ずる場合があ
る。競合する事
務を市町村が執
行しない場合で
あっても都道府
県が対応するこ
とができる。抵
触関係が生じな
い限り、都道府
県条例と市町村
条例がともに適
用されるため、
いずれの条例が
適用されるかに
ついて、調整が
必要な場合もあ
る。

な
し
抵触関係の
有無は明確
でない。

5
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注（
１
）
澤
俊
晴
『
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
』（
慈

学
社
、
２
０
０
７
）
5（
頁
は
、
都
道
府
県
条
例
と
市

町
村
条
例
の
関
係
に
は
本
質
的
な
優
劣
は
存
在
し
な

い
と
す
る
。

（
２
）
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
と
は
、
原
則
、
法

形
式
上
優
劣
関
係
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
両
者
の
間

に
は
「
特
別
法
優
先
の
原
則
」、「
後
法
優
先
の
原
則
」

と
い
っ
た
解
釈
原
則
に
よ
り
、
適
用
関
係
が
明
確
に

な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
解

釈
原
則
は
、
同
一
立
法
者
に
よ
り
定
立
さ
れ
た
法
規

間
の
優
先
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
都

道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
の
よ
う
に
立
法
者
が
異

な
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
解
釈
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
。

（
３
）
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅲ
〔
第
４
版
〕』（
有
斐
閣
、

２
０
１
２
）
１
９
２
頁
は
、
規
制
条
例
に
あ
っ
て
は
、

被
規
制
者
か
ら
見
た
場
合
二
重
の
危
険
に
さ
ら
さ

れ
、
人
権
保
護
の
見
地
か
ら
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な

い
と
す
る
。

（
４
）
第
一
次
地
方
分
権
改
革
法
施
行
前
の
旧
地
方
自
治

法
第
２
条
第
（5
項
後
段
（
現
自
治
法
第
２
条
第
（6
項

後
段
）
の
解
釈
に
つ
い
て
、
阿
部
泰
隆
『
政
策
法
学

と
自
治
体
条
例
』（
信
山
社
、
１
９
９
９
）
１
３
２
頁

は
、
市
町
村
条
例
が
都
道
府
県
条
例
に
違
反
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
規
定
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、原
田
尚
彦
『
地
方
自
治
の
法
と
し
く
み
〔
全

訂
２
版
〕』（
学
陽
書
房
、
１
９
９
５
）
１
７
３
頁
は
、

都
道
府
県
条
例
に
抵
触
す
る
市
町
村
条
例
は
、
抵
触

す
る
限
度
で
無
効
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

（
５
）
塩
野
・
前
掲
注
（
３
）
１
９
２
頁
は
、
地
方
自
治

法
第
２
条
第
（6
項
に
つ
い
て
、
直
接
に
は
県
条
例
と

市
町
村
条
例
の
関
係
に
つ
き
定
め
た
も
の
で
は
な

い
」
と
す
る
。

（
６
）
澤
・
前
掲
注
（
１
）
65
頁
も
、
条
例
間
関
係
全
般
を

規
定
し
た
条
文
は
自
治
法
に
は
存
在
し
な
い
と
す
る
。

（
７
）
原
田
・
前
掲
注
（
４
）
72
頁

（
８
）
松
本
英
昭
『
新
版　

逐
条
地
方
自
治
法
〔
第
７
次

改
訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、
２
０
１
３
）
69
頁
は
、
地

方
自
治
法
第
２
条
第
（6
項
後
段
に
つ
い
て
、「
本
項
後

段
の
規
定
は
、
市
町
村
及
び
特
別
区
に
対
し
、
そ
れ

ら
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
条
例
の
優
先
を
認
め
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
都
道
府
県

は
市
町
村
の
上
位
の
団
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
関
係
の
調
整
に
係
る

問
題
と
し
て
、
都
道
府
県
の
条
例
は
全
域
に
効
力
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
区
域
内
の
市
町
村
も
こ
れ
に

違
反
し
て
事
務
処
理
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
後
段
の
適
用
を
見
る

の
は
、
都
道
府
県
の
条
例
が
義
務
を
課
し
、
又
は
権

利
を
制
限
す
る
条
例
（
法
（4
②
）
に
つ
い
て
で
あ
る
」

と
す
る
。

（
９
）
長
野
秀
幸
『
法
令
読
解
の
基
礎
知
識
〔
第
１
次
改

訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、
２
０
１
４
）
１
５
０
頁
は
、

地
方
自
治
法
第
２
条
第
（6
項
後
段
・
第
（7
項
の
規
定

が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、「
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村

条
例
が
競
合
し
、
か
つ
相
互
の
条
例
に
矛
盾
抵
触
す

る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
条
例
が
優
先

す
る
と
解
す
る
」
と
し
て
い
る
。

（
（0
）
宇
賀
克
也
『
地
方
自
治
法
概
説
〔
第
６
版
〕』（
有

斐
閣
、
２
０
１
５
）
２
２
７
頁
は
、
地
方
自
治
法
第

２
条
第
（6
項
後
段
・
第
（7
項
を
根
拠
に
「
都
道
府
県

条
例
と
市
町
村
条
例
が
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
前
者

が
優
先
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
す
る
。

（
（（
）
北
村
喜
宣
『
自
治
体
環
境
行
政
法
〔
第
６
版
〕』（
第

一
法
規
、
２
０
１
２
）
4（
頁
は
、「
地
方
自
治
法
第
２

条
第
（6
項
〜
第
（7
項
に
よ
れ
ば
、
市
町
村
条
例
は
都

道
府
県
条
例
に
違
反
し
て
は
な
ら
ず
、
違
反
し
た
条

例
は
無
効
に
な
る
」
と
す
る
。

（
（2
）
都
道
府
県
条
例
と
市
町
村
条
例
が
抵
触
す
る
場
合

の
新
た
な
解
釈
、
立
法
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し

て
、
澤
・
前
掲
注
（
１
）
6（
頁
以
下
参
照
。

（
（3
）
宇
那
木
正
寛
『
自
治
体
政
策
立
案
入
門
』（
ぎ
ょ

う
せ
い
、
２
０
１
５
）
１
２
５
頁

（
（4
）斎
藤
誠『
現
代
地
方
自
治
の
法
的
基
層
』（
有
斐
閣
、

２
０
１
２
）
初
出[

２
０
０
１
、２
０
０
２]

２
７
２

頁
は
、「
実
務
的
に
は
、
抵
触
す
る
内
容
の
条
例
が
定

め
ら
れ
た
場
合
に
解
釈
に
よ
る
処
理
を
行
う
よ
り

も
、
事
前
に
不
合
理
な
二
重
規
制
を
回
避
す
る
方
が

重
要
で
あ
る
」
と
す
る
。
ま
た
、
礒
崎
初
仁
『
自
治

体
政
策
法
務
講
義
』（
第
一
法
規
、
２
０
１
２
）
２
３
４

頁
は
、
条
例
間
関
係
を
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
は
政

策
法
務
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
し
、
適
用
除
外
規

定
を
置
く
こ
と
を
推
奨
す
る
。

（
（5
）
最
近
の
地
方
自
治
法
の
改
正
で
指
定
都
市
と
当
該

指
定
都
市
を
包
含
す
る
道
府
県
の
間
で
政
策
調
整
を

す
る
会
議
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
地
方
自

治
法
第
２
５
２
条
2（
の
２
）。
を
い
う
。


